
公益財団法人北海道農業公社 
平成２７年度 第２回入札監視委員会審議概要 

 

開催日  平成２７年１０月２２日（木） 

場 所  公益財団法人北海道農業公社 ５階会議室 

委員長  伊藤 隆道 （弁護士） 

委 員  太田 武司 （公認会計士、税理士） 

委 員  長澤 徹明 （北海道大学名誉教授） 

議事等 

１ 報告事項 

（１）平成２６年度発注工事等審議結果について 

（２）平成２７年度現地調査について 

（３）平成２７年度上期（４月～９月）入札執行状況について 

（４）平成２７年度上期（４月～９月）入札結果に関する抽出案件について 

２ 審議事項 

（１）平成２７年度上期（４月～９月）に関する抽出案件の審議について【総件数６件】 

○建設工事【制限付一般競争入札】 

ア 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 興栄地区 第６２工区 

イ 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） あさひ上風連地区 第６２工区 

ウ 公社営農場リース事業 ２７別海第１地区 第２工区 

エ 公社営農場リース事業 ２７厚岸地区 第２工区 

○委託業務【指名競争入札】 

ア 公社営農場リース事業 ２７豊富第１地区 第２委託 

イ 畜産担い手育成総合整備事業（再編整備事業） 枝幸東部地区 第４委託 



【審議概要】 
委員からの意見・質問等、それに対する回答・説明等の概要は次のとおり。 

委員からの意見・質問等 回答・説明等 
○制限付一般競争入札 
・ 本工区における入札参加資格要件のうち、

地域要件については、「北海道内に建設業法

第３条第１項に規定する営業所を有する

者」としている。具体的にはどのような営

業所をいうのか。また、他の工区の地域要

件で設定している「北海道内に主たる営業

所を有する者」とは、要件を設定する上で、

どのような違いがあるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 本工区は、搾乳ロボット（搾乳施設）及

びバーンスクレッパー（糞尿搬出施設）の

機械器具設置工事であるが、類似工事施工

実績に係る要件の設定にあたっては、搾乳

施設設置工事、糞尿搬出施設設置工事又は

飼料混合調製給餌施設設置工事の施工実績

を求めている。 

このことから、入札参加資格審査申請者

の提出した類似工事施工実績調書の内容

は、必ずしも搾乳ロボット及びバーンスク

レッパーにおける施工実績となっていない

が、品質確保の観点から問題等はないのか。

 

・ 本工区は、建築工事Ｃ等級に該当する工

事であるが、格付等級に係る入札参加資格

要件を拡大し、「Ｃ等級またはＢ等級」とし

たところ、入札に参加した者はＢ等級に格

付された者となっている。入札参加資格要

件の緩和による効果と思われるが、要件緩

和に係る経緯等について確認したい。 

 
・ 「建設業法第３条第１項に規定する営業

所」に該当する営業所とは、本店又は支店

若しくは常時建設工事の請負契約を締結す

る事務所をいいます。また、建設業法上の

「主たる営業所」では、通常、本店がそれ

に該当します。 
地域要件の設定に当たっては、契約の適

正な履行及び競争性を確保できる範囲内に

おいて、一定地域内に主たる営業所を有す

ることを基本としていますが、本工区にお

ける工事種別は家畜の生態に密接に関わる

施設の機械器具設置工事であり、地域要件

を「北海道に主たる営業所」に設定した場

合、競争性が確保できないと判断し、「建設

業法第３条第１項に規定する営業所」まで

広げた経緯にあります。 
 
・ 搾乳施設設置工事、糞尿搬出施設設置工

事又は飼料混合調製給餌施設設置工事とい

った畜舎に付帯する機械器具の施工実績を

有する者であれば、適正な施工の確保や品質

の確保が図られるものと捉えております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ 入札参加資格要件の緩和については、昨

年度の入札不調などの発生を考慮し、競争

性等を確保する観点から、格付等級の一部

において拡大を図ったところです。具体的

には、建築工事及び農業土木工事を対象と

して、格付等級に係る入札参加資格要件に

ついては、原則として予定価格に対応する

等級に格付された者を参加要件としていま

したが、Ｂ等級格付工事においては「Ｂ等

級またはＡ等級」、Ｃ等級格付工事において

は「Ｃ等級またはＢ等級」の直近上位の等

級まで、入札参加を可能としております。



委員からの意見・質問等 回答・説明等 
 

 

 

 

 

 

・ 本工区の入札参加者は１者のみであるが、

１者で入札は成立するのか。 

 
 
 
 
 

 

また、Ａ等級格付工事については、地域要

件を拡大し、従前は「隣接振興局管内に主た

る営業所を有すること」と設定していたもの

を、「北海道内に主たる営業所を有すること」

に拡大しております。 
 
・ 一般競争入札における入札執行の取扱い

としては、入札執行後に予定価格を公表する

場合においては、「入札者が１者しかいない

ときであっても、入札を執行するものとす

る。」と規定しており、入札は成立すること

となっております。 
なお、一般競争入札にあっては、入札を公

表した時点から、入札参加者数にかかわら

ず、競争性は確保されているものと考えてお

りますが、指名競争入札については、「入札

者が１者しかいない場合は、入札を中止する

もの」としております。 
 

注）一部重複する確認事項等については除くものとする。 

 


